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は
じ
め
に

　

私
は
二
〇
二
一
年
に「
渤
海
を
め
ぐ
る
唐
代
の
国
際
関
係
」（
清
水
信
行
・

鈴
木
靖
民
編
『
渤
海
の
古
城
と
国
際
交
流
』
所
収
、
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
一
年
）
を
発
表
し
、
そ
の
中
の
「
代
宗
朝
以
後
の
異
民
族
の
入
朝
」

表
で
、
僖
宗
の
乾け
ん

符ぷ

六
年
（
八
七
九
）
以
降
に
は
、
唐
代
に
関
す
る
編
年

史
料
に
唐
朝
廷
と
異
民
族
と
の
関
係
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し

た
。
た
だ
、
そ
の
表
の
末
尾
に
「
以
下
記
録
な
し
」
と
し
た
の
は
誤
解
を

招
く
表
現
で
あ
り
、
実
際
に
は
朝
廷
以
外
の
地
方
官
衙
と
異
民
族
と
の
交

九
世
紀
後
半
に
お
け
る
唐
朝
の
国
際
秩
序

金
子
修
一

渉
は
存
在
し
た
。
そ
れ
ら
は
『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
で
は
な
く
『
資
治

通
鑑
』
に
記
録
さ
れ
、
南
詔
と
の
交
渉
が
大
半
を
占
め
る
。
別
に
渤
海
に

つ
い
て
は
、
新
羅
の
崔
知
遠
の
文
章
や
『
日
本
三
代
実
録
』
の
九
州
に
漂

著
し
た
渤
海
使
節
に
関
す
る
措
置
か
ら
、
九
世
紀
後
半
に
も
渤
海
が
唐
朝

と
交
渉
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

一
方
、
私
は
「
唐
代
国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
の
位
置
」（
拙
著
『
古

代
東
ア
ジ
ア
世
界
史
論
考
』
所
収
、
八
木
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
は

一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
、
唐
末
の
国
際
秩
序
に
関
す
る
貴
重
な
史
料
と

し
て
、
南
宋
・
洪
遵
（
一
一
二
〇
～
一
一
七
四
）
編
『
翰
苑
群
書
』
上
（
知

不
足
斎
叢
書
第
一
三
集
）
所
収
の
楊
鉅
『
翰
林
学
士
院
旧
規
』（
以
下
『
旧
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規
』と
略
記
）全
一
巻
中
の「
荅
蕃
書
幷
使
紙
及
宝
函
等
事
例
」（
以
下「
荅

蕃
書
」
と
略
記
）
を
紹
介
し
た
が
、
そ
こ
に
見
え
る
南
詔
及
び
甘
州
回
鶻

へ
の
和
蕃
公
主
降
嫁
な
ど
、
考
証
を
要
す
る
記
述
に
つ
い
て
は
手
つ
か
ず

の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。『
旧
規
』
の
成
立
年
代
等
に
つ
い
て
は
故
土
肥

義
和
先
生
に
詳
し
い
考
証
が
あ
る
が
（「
燉
煌
発
見
唐
・
回
鶻
間
交
易
関

係
漢
文
文
書
断
簡
考
」、土
肥
氏『
燉
煌
文
書
の
研
究
』所
収
、汲
古
書
院
、

二
〇
二
〇
年
、
初
出
は
一
九
八
八
年
）、「
荅
蕃
書
」
の
内
容
を
検
討
す
る

上
で
も
そ
の
論
は
種
々
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は

右
の
問
題
を
改
め
て
検
討
す
る
と
共
に
、
土
肥
先
生
の
考
証
に
つ
い
て
も

関
連
部
分
を
出
来
る
だ
け
取
り
上
げ
て
先
生
の
御
業
績
を
偲
ぶ
便よ
す
がと

す
る

と
共
に
、
土
肥
先
生
が
注
目
し
た
唐
─
回
鶻
間
の
絹
と
馬
と
の
換
算
比
率

に
つ
い
て
も
少
し
く
論
及
し
て
お
い
た
。
但
し
、
以
下
の
本
文
で
は
土
肥

先
生
に
つ
い
て
土
肥
氏
と
称
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
形
で
九
世
紀
半
ば
以
降
の
唐
と
異
民
族
と

の
交
渉
を
概
括
す
る
。
な
お
、「
荅
蕃
書
」
の
内
容
を
紹
介
す
る
一
「「
荅

蕃
書
」
に
見
る
唐
朝
末
期
の
国
際
関
係
」
の
記
述
は
、
基
本
的
に
「
唐
代

国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
の
位
置
」
の
文
を
踏
襲
し
て
い
る
。

一　
「
荅
蕃
書
」
に
見
る
唐
朝
末
期
の
国
際
関
係

　

土
肥
氏
に
依
れ
ば
、『
旧
規
』
は
九
〇
四
年
か
そ
れ
以
後
の
同
年
に
極

め
て
近
い
時
期
に
、
八
八
三
年
頃
か
ら
九
〇
三
年
ま
で
の
制
敕
な
ど
を
編

纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
荅
蕃
書
」（
以
下
「
前
者
」
と
称

す
る
）
の
内
容
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
（
括
弧
内
は
細
字
双
行
の
原
註
を

示
す
）。新

羅
・
渤
海
書
頭
云
、
勅
某
國
、
云
王
、
著
姓
名
。
尾
云
、
卿
比
平

安
好
、
遣
書
指
不
多
及
。
使
五
色
金
花
白
背
紙
、
次
寶
函
封
、
使
印
。

黠
戞
斯
書
、
使
紙
幷
寶
函
、
與
新
羅
一
般
。
書
頭
云
、
勅
黠
戞
斯
、

著
姓
名
。
尾
云
、
卿
比
平
安
好
、
遣
書
指
不
多
及
。
使
印
。
囘
鶻
天

睦
可
汗
書
頭
云
、

皇
帝
舅
敬
問
囘
鶻
天
睦
可
汗
外
甥
。
尾
云
、
想
宜
知
悉
時
候
、
卿
比

平
安
好
、
將
相
及
部
族
男
女
兼
存
問
之
。（
下
同
前
、
使
印
。
如
冊

可
汗
、
卽
首
云
、
勅
某
王
子
外
甥
、
尾
云
、
問
部
族
男
女
等
）
契
丹

書
頭
云
、
勅
契
丹
王
阿
保
機
。
尾
云
、
想
宜
知
悉
時
候
、
卿
比
平
安

好
。（
下
同
黠
戞
斯
也
）
舊
使
黃
麻
紙
、
平（
不
）使

印
。
自
爲
朝
宣
令
使
、

五
色
牋
紙
、
幷
使
印
、
及
次
寶
鈿
函
封
。（
自
僭
稱
神
號
、
奏
事
多

繫
軍
幾（
機
？
）、

所
賜
中
書
内
、
改
例
從
權
、
院
中
無
樣
）
䍧䍧
牱
書
頭
云
、
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勅
䍧䍧
牱
、
著
姓
名
。
尾
云
、
想
宜
知
悉
時
候
、
卿
比
好
否
、
遣
書マ

マ不

多
及
。
五
色
牋
紙
、
不
使
印
。
退
渾
・
党
項
・
吐
蕃
使
首
領
書
頭
云
、

勅
、
與
䍧䍧
牱
一
般
。
使
黃
麻
紙
、
不
使
印
。
賜
國
舅
詔
、（
著
姓
名
、

呼
卿
。
新
例
不
著
姓
名
）
諸
州
刺
史
書
呼
汝
。
南
詔
驃
信
書
頭
云
、

皇
帝
舅
敬
問
驃
信
外
甥
、
尾
與
囘
鶻
書
一
般
。
至
不
多
及
後
、
具
四

相
名
銜
、
書
敕
一
般
。
此
一
件
、
是
故
待
詔
李
郜
云
、
僖
宗
在
西
川

日
、
會
行
此
書
、
使
白
紙
、
亦
使
印
。

　

以
上
の
文
で
は
次
宝
函
の
「
次
」
の
意
味
な
ど
が
よ
く
判
ら
な
い
が
、

幸
い
唐
の
李
肈
『
翰
林
志（
１
）』

一
巻
（『
翰
苑
群
書
』
上
所
収
）
に
以
下
の

文
が
あ
り
（「
後
者
」
と
称
す
る
）、
こ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
る
程
度
内
容
を
詰
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

凡
將
相
告
身
、
用
金
花
五
色
綾
紙
、
所
司
印
。
凡
吐
蕃
贊
普
書
及
別

錄
、
用
金
花
五
色
綾
紙
、
上
白
檀
香
木
眞
朱
瑟
瑟
鈿
函
、
銀
鏁
。
囘

紇
可
汗
・
新
羅
・
渤
海
王
書
及
別
錄
、
竝
用
金
花
五
色
綾
紙
、
次
白

檀
香
木
瑟
瑟
鈿
函
、
銀
鏁
。
諸
蕃
軍
長
・
吐
蕃
宰
相
・
囘
紇
内
外
宰

相
・
摩
尼
已
下
書
及
別
錄
、
並
用
五
色
麻
紙
、
紫
檀
木
鈿
函
、
銀
鏁
、

竝
不
用
印
。
南
詔
及
大
將マ

マ軍
・
淸
平
官
書
、
用
黃
麻
紙
、
出
付
中
書

奉
行
、
卻
送
院
封
函
、
與
囘
紇
同
。
凡
畫
而
不
行
者
藏
之
、
函
而
不

用
者
納
之
。

　

こ
の
文
と
前
者
の
文
と
を
見
比
べ
る
と
、
前
者
の
不
使
印
と
は
後
者
の

不
用
印
で
あ
り
、
従
っ
て
使
印
は
用
印
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
前
者
の
契

丹
の
平
使
印
は
不
使
印
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
次
宝
函
に
は
後
者
の

次
白
檀
香
木
瑟
鈿
函
が
該
当
し
、
こ
れ
と
そ
の
前
の
上
白
檀
香
木
真
朱

0

0

瑟

瑟
鈿
函
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
宝
函
と
は
上
宝
函
に
次
ぐ
も

の
、
つ
ま
り
第
二
ラ
ン
ク
の
函
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
前
者
の
契
丹
の
次

宝
鈿
函
も
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
紙
質
に
つ
い
て
は
、
後
者
で
金
花
五
色

綾
紙
─
五
色
麻
紙
─
黄
麻
紙
の
順
は
明
瞭
で
あ
る
。
前
者
の
南
詔
の
白
紙

が
新
羅
の
五
色
金
花
白
背
紙
の
略
記
で
あ
れ
ば
、
前
者
に
つ
い
て
も
五
色

金
花
白
背
紙
─
五
色
牋
紙
─
黄
麻
紙
と
い
う
、
後
者
の
紙
質
の
順
に
対
応

し
た
順
序
が
想
定
で
き
る
。
な
お
、
後
者
の
将
相
告
身
、
前
者
の
冊
可
汗

に
は
函
の
記
述
が
な
い
が
、
冊
書
も
含
め
て
告
身
に
は
実
際
に
封
函
を
用

い
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
使
印
（
用
印
）
の
具
体
的
種
類

に
つ
い
て
は
後
考
に
俟
ち
た
い
。
な
お
、
前
者
中
の
「
賜
國
舅
詔
、（
著

姓
名
、
呼
卿
。
新
例
不
著
姓
名
）」
の
一
文
は
不
完
全
で
あ
る
。
細
字
双

行
註
の
前
半
の
「
著
姓
名
、
呼
卿
」
は
元
々
本
文
で
あ
っ
て
、「
新
例
不

著
姓
名
」
の
み
註
文
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
國

舅
に
賜
う
詔
は
姓
名
を
著
し
、
卿
と
呼
ぶ
（
新
例
は
姓
名
を
著
さ
ず
）」

と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
に
つ
い
て
は
、
本
論
末
の
第
一
表
・
第
二

表
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

以
上
に
拠
っ
て
み
る
と
、『
翰
林
志
』
の
書
か
れ
た
九
世
紀
初
頭
で
は
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吐
蕃
が
最
も
丁
重
に
扱
わ
れ
、
回
紇
・
新
羅
・
渤
海
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
南

詔
は
そ
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
し
か
る
に
「
荅
蕃
書
」
の
九
世
紀

末
で
は
、
書
頭
を
加
味
し
て
考
え
る
と
、
回
鶻
（
甘
州
回
鶻
）・
南
詔
─

新
羅
─
渤
海
・
黠
戞
斯
─
契
丹
─
䍧䍧
牱
─
退
渾
・
党
項
・
吐
蕃
と
い
う
順

番
に
な
る
。
九
世
紀
初
頭
に
比
べ
て
吐
蕃
の
凋
落
が
目
立
ち
、
代
っ
て
台

頭
し
た
南
詔
の
地
位
が
上
昇
し
て
い
る
。
黠キ
ル
ギ
ス

戞
斯
の
地
位
は
、
唐
と
挟
撃

し
て
回
鶻
を
四
散
さ
せ
た
八
四
〇
年
代
に
は
高
か
っ
た
が
、
そ
の
時
期
を

除
く
と
そ
れ
程
高
く
な
い
。
ま
た
䍧䍧
牱
蛮
（
䍧䍧
柯
蛮
）
は
、
武
宗
の
会
昌

年
間（
八
四
一
～
八
四
六
）以
降
二
度
以
上
冊
立
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り（『
新

唐
書
』
巻
二
二
二
下
・
南
蛮
伝
下
）、「
荅
蕃
書
」
に
そ
の
名
が
出
て
く
る

の
も
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
九
世
紀
末
に
な
っ
て
契
丹
の
地
位

が
上
昇
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
看
取
さ
れ
る
。
日
本
の
地
位
は
、『
翰
林
志
』

で
は
諸
蕃
軍
長
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
八
三
八
年
以
降
五
十

年
以
上
も
遣
唐
使
の
な
か
っ
た
九
世
紀
末
で
は
、
日
本
が
唐
の
国
際
秩
序

を
形
成
す
る
諸
蕃
の
一
つ
に
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
も
止
む
を
得
な
い
。

日
本
と
新
羅
・
渤
海
と
の
相
違
に
充
分
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
楊
鉅
の
「
荅
蕃
書
」
は
李
肈
『
翰
林
志
』
の
記
述
と
対
応
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
両
唐
書
外
国
伝
に
記
載
さ
れ
た
史
料
の
乏
し
く
な
る
九
世

紀
代
の
国
際
秩
序
を
知
る
上
で
、
貴
重
な
史
料
と
な
る
の
で
あ
る
。

二　

甘
州
回
鶻
へ
の
公
主
降
嫁

　
『
翰
林
志
』
に
見
え
る
南
詔
の
清
平
官
は
宰
相
ク
ラ
ス
の
文
官
。
大
将

軍
は
大
軍
将
が
正
し
く
、
軍
制
上
の
最
高
官
で
あ
る
が
文
官
的
性
格
も
多

分
に
持
っ
て
い
る
。
驃
信
は
南
詔
第
七
代
尋
閣
勧
よ
り
自
称
し
た
と
伝
え

ら
れ
る
王
の
意
味
の
語
で
あ
る（
２
）。

ま
た
、
回
鶻
は
八
四
〇
年
代
に
黠
戞
斯

に
追
わ
れ
て
四
散
し
た
が
、
そ
の
う
ち
西
走
し
て
甘
州
を
中
心
と
す
る
河

西
回
廊
の
オ
ア
シ
ス
都
市
に
拠
っ
た
回
鶻
は
、
そ
の
後
も
あ
る
程
度
勢
力

を
維
持
し
た
。
土
肥
氏
に
拠
れ
ば
、「
荅
蕃
書
」
に
見
え
る
回
鶻
は
こ
の

甘
州
回
鶻
で
あ
る
。「
荅
蕃
書
」
で
は
、
回
鶻
の
天
睦
可
汗
に
対
す
る
国

書
の
書
頭
は
「
皇
帝
舅
敬
問
囘
鶻
天
睦
可
汗
外
甥
」、
末
尾
は
「
想
宜
知

悉
時
候
、
卿
比
平
安
好
、
將
相
及
部
族
男
女
兼
存
問
之
」
で
あ
り
、
南
詔

の
驃
信
に
対
す
る
国
書
の
書
頭
は「
皇
帝
舅
敬
問
驃
信
外
甥
」で
あ
っ
て
、

末
尾
は
「
囘
鶻
書
と
（
與
）
一
般
」、
つ
ま
り
回
鶻
に
対
す
る
場
合
と
同

様
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
回
鶻
（
回
紇
）
に
は
粛
宗
朝
に
寧
国
公
主
、

徳
宗
朝
に
咸
安
公
主
、
穆
宗
朝
に
太
和
公
主
が
降
嫁
し
て
お
り
、
太
宗
朝

に
文
成
公
主
、
中
宗
朝
に
金
城
公
主
の
降
嫁
し
た
吐
蕃
が
そ
の
後
も
唐
か

ら
舅
甥
関
係
で
律
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
回
鶻
の
天
睦
可

汗
を
唐
の
外
甥
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
こ
の
点
に
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つ
い
て
は
後
述
す
る
。
一
方
、
南
詔
に
対
す
る
公
主
降
嫁
の
経
緯
に
つ
い

て
も
再
述
す
る
が
、
二
〇
一
九
年
度
の
國
學
院
大
學
大
学
院
修
士
論
文
の

沼
澤
由
貴
氏
「
唐
末
五
代
王
朝
と
西
南
夷
の
関
係
に
つ
い
て
」（
同
年

一
二
月
提
出
）
に
関
連
し
た
考
察
が
あ
り
、
そ
の
中
か
ら
皇
帝
の
姉
妹
で

あ
る
長
公
主
が
降
嫁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
以
下
に
紹
介
す

る
。

　

黄
巣
の
乱
（
八
七
四
ま
た
は
八
七
五
～
八
八
四
）
勃
発
後
、
唐
の
国
力

は
急
速
に
低
下
し
、
僖
宗
の
中
和
三
年
（
八
八
三
）
に
は
安
化
長
公
主
の

南
詔
へ
の
降
嫁
が
決
ま
っ
た
。
黄
巣
の
乱
の
終
熄
し
た
翌
年
の
光
啓
元
年

（
八
八
五
）
三
月
に
、
僖
宗
が
成
都
か
ら
長
安
に
戻
る
と
こ
の
件
は
沙
汰

止
み
と
な
っ
た
が
、
南
詔
に
対
す
る
長
公
主
の
降
嫁
が
一
度
は
唐
朝
廷
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
安
化
長
公
主
は
僖
宗
の
父
で

あ
る
懿
宗
の
二
番
目
の
女む
す
め、

僖
宗
の
姉
で
あ
る
。
僖
宗
は
咸
通
三
年

（
八
六
二
）
の
生
ま
れ
、
懿
宗
の
安
化
公
主
の
姉
の
同
昌
公
主
は
大
中
三

年
（
八
四
九
）
に
生
ま
れ
、
咸
通
九
年
（
八
六
八
）
に
韋
保
衡
に
嫁
し
た

が
翌
年
に
薨
去
し
た
。
安
化
公
主
の
次
の
普
慶
公
主
は
咸
通
二
年

（
八
六
一
）
に
生
ま
れ
た
が
、
咸
通
七
年
（
八
六
六
）
に
夭
折
、
四
女
の

昌
元
公
主
は
生
年
は
不
詳
だ
が
、や
は
り
咸
通
年
間
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。

五
女
昌
寧
公
主
・
六
女
金
華
公
主
・
七
女
仁
寿
公
主
・
八
女
永
寿
公
主
は
、

名
の
み
伝
わ
っ
て
生
没
年
は
不
詳
で
あ
る
。
し
か
し
、
普
慶
公
主
が
僖
宗

の
一
歳
年
上
な
の
で
、
昌
寧
公
主
以
下
は
僖
宗
よ
り
年
少
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
僖
宗
に
は
唐
興
公
主
・
永
平
公
主
の
二
女
が
い
る
が
、
中
和
三

年
に
僖
宗
自
身
が
二
一
歳
で
あ
る
の
で
、
唐
興
公
主
・
永
平
公
主
は
当
時

生
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
十
歳
以
下
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
僖
宗
の
姉
妹

や
女む
す
めの
中
で
、
中
和
三
年
当
時
に
降
嫁
に
適
し
た
年
齢
で
あ
っ
た
女
性
は

安
化
長
公
主
以
外
に
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
唐
の
前
半
に
は
和
蕃
公
主
は
全
て
仮
公
主
で
あ
っ
た
か
ら
、
南
詔

に
安
化
長
公
主
の
降
嫁
が
決
定
し
た
事
実
か
ら
、
当
時
の
南
詔
が
安
史
の

乱
以
降
武
宗
期
ま
で
の
回
鶻
（
回
紇
）
に
相
当
す
る
評
価
を
与
え
ら
れ
て

い
た
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
一
時
的
で
あ

り
、
僖
宗
の
長
安
帰
還
以
後
は
こ
の
件
は
進
展
し
な
か
っ
た
。「
荅
蕃
書
」

の
末
尾
に
も
「
此
一
件
、
是
故
待
詔
李
郜
云
、
僖
宗
在
西
川
日
、
會
行
此

書
、
使
白
紙
、
亦
使
印
」
と
あ
る
通
り
、「
皇
帝
舅
敬
問
驃
信
外
甥
」
と

い
う
国
書
は
、
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
中
和
三
年
か
ら
数
年
間
し
か
通
用

し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
是
故
待
詔
李
郜
云
、
…
…
」
は
、
待
詔
と
し

て
僖
宗
に
近
侍
し
た
李
郜
と
い
う
人
物
が
、
こ
の
文
書
は
僖
宗
が
成
都
に

い
た
折
に
一
時
的
に
用
意
さ
れ
た
文
書
で
あ
っ
た
、
と
伝
え
て
い
る
、
と

追
記
し
た
文
で
あ
ろ
う
。
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三　

唐
末
の
舅
甥
関
係

　
「
荅
蕃
書
」
で
は
、「
囘
鶻
天
睦
可
汗
書
頭
云
、
皇
帝
舅
敬
問
囘
鶻
天
睦

可
汗
外
甥
」
と
、「
契
丹
書
頭
云
、
勅
契
丹
王
阿
保
機
」
と
の
二
名
の
固

有
名
詞
が
見
え
て
お
り
、
こ
の
二
名
と
唐
朝
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
土
肥

氏
の
考
証
が
あ
る
。
耶
律
阿
保
機
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

大
賀
氏
で
あ
る
欽
徳
の
契
丹
国
は
僖
宗
の
光
啓
中
（
八
八
五
～

八
八
八
）
に
唐
朝
と
盟
を
結
び
、
以
後
十
年
間
は
中
国
北
辺
を
侵
す
こ
と

は
な
か
っ
た
。し
か
し
、欽
徳
の
政
権
が
衰
退
す
る
と
別
部
の
族
長
で
あ
っ

た
耶
律
阿
保
機
の
勢
力
が
強
大
と
な
り
、
近
隣
諸
部
を
併
合
し
自
ら
契
丹

王
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
大
賀
氏
を
滅
ぼ
し
た
。
即
ち
、
耶
律
阿
保
機

が
契
丹
王
を
称
し
た
の
は
八
九
八
年
頃
よ
り
後
で
あ
ろ
う
。『
資
治
通
鑑
』

巻
二
六
六
・
後
梁
・
開
平
元
年
（
九
〇
七
）
五
月
條
「
契
丹
遣
其
臣
袍
笏

梅
老
來
通
好
、
帝
遣
太
府
少
卿
高
頎
報
之
。
初
契
丹
有
八
部
」
の
胡
三
省

註
に
「
莊
宗
列
傳
又
曰
、
及
欽
德
政
衰
、
阿
保
機
族
盛
、
自
稱
國
王
。
天

祐
二
年
、
大
寇
我
雲
中
」
と
あ
る
の
で
、
天
祐
二
年
（
九
〇
五
）
の
前
に

は
契
丹
王
を
自
称
し
て
い
た
。
土
肥
氏
は
、『
旧
規
』
は
撰
者
の
楊
鉅
が

昭
宗
に
従
っ
て
洛
陽
に
遷
っ
た
天
復
四
年
（
九
〇
四
）
か
、
そ
れ
以
後
の

極
め
て
近
い
時
期
に
成
立
し
た
、
と
し
て
い
る
の
で
、「
荅
蕃
書
」
に
耶

律
阿
保
機
を
契
丹
王
と
記
し
て
い
る
の
は
、
僅
々
数
年
前
か
ら
の
自
称
に

対
応
し
た
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
契
丹
王
が
唐
側
の

冊
立
に
よ
る
称
号
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
、
と
す
る
。

　

耶
律
阿
保
機
に
関
す
る
「
自
爲
朝
宣
令
使
」
の
意
味
は
以
下
に
検
討
す

る
が
、
契
丹
に
対
す
る
唐
側
の
使
者
が
「
朝
宣
令
使
」
と
な
っ
て
か
ら
、

契
丹
に
対
す
る
用
紙
が
黄
麻
紙
か
ら
五
色
牋
紙
と
な
り
、
具
体
的
に
は
不

明
で
あ
る
が
印
を
使
う
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。そ
う
で
あ
れ
ば
、

耶
律
阿
保
機
の
契
丹
王
の
称
号
を
正
規
の
も
の
と
唐
側
も
認
め
た
こ
と
に

な
ろ
う（
３
）。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
昭
宗
の
長
安
入
り
し
た
天
復
三
年

（
九
〇
三
）
正
月
に
、
朱
全
忠
は
宮
中
の
宦
官
数
百
人
を
鏖
殺
し
て
い
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
七
三
・
後
唐
紀
・
荘
宗
同
光
二
年
（
九
二
四
）
正
月

庚
戌
條
の
後
「
内
諸
司
使
、
自
天
祐
（
九
〇
四
～
九
〇
七
）
以
來
以
士
人

代
之
」
の
胡
三
省
註
に
「
唐
昭
宗
天
復
三
年
誅
宦
官
、
以
士
人
爲
内
諸
司

使
、
時
所
存
者
九
使
而
已
。
至
梁
有
客
省
使
（
下
略
）」
と
あ
り
、
以
後

は
宦
官
の
占
め
て
い
た
内
官
の
使
職
も
官
僚
が
務
め
た
こ
と
が
判
る
。
土

肥
氏
は
憲
宗
の
元
和
年
間
（
八
〇
六
～
八
二
〇
）
か
ら
五
代
ま
で
の
使
職

を
挙
げ
て
い
る
が
、
朝
宣
令
使
は
そ
の
中
に
は
な
い
。
五
「
唐
末
の
南
詔

及
び
回
鶻
と
唐
と
の
交
渉
」
に
例
を
挙
げ
る
が
、
唐
後
半
に
は
外
国
へ
の

使
者
に
宦
官
が
立
つ
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
、「
朝
宣
令
使
」
は
天
復
三

年
以
降
の
一
般
官
僚
に
よ
る
外
国
へ
の
使
者
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
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ろ
う
か
。
な
お
、
荘
宗
列
伝
の
荘
宗
は
、
後
唐
初
代
の
皇
帝
李
存
勗
で
あ

る
（
在
位
九
二
三
～
九
二
五
）。

　

次
に
、
回
鶻
天
睦
可
汗
と
昭
宗
と
の
舅
甥
関
係
で
あ
る
が
、
敦
煌
発
見

ペ
リ
オ
将
来
漢
文
文
書
「
公
文
書
啓
規
範
集
（
書
儀
）」（
擬
題
、
Ｐ

三
九
三
一
）
に
、「
表
本
」
と
題
記
さ
れ
た
上
表
文
の
文
例
が
二
種
写
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
は
「
去
光
化
年
初
、
先
帝
遠　

頒
冊
禮
、

及　

恩
賜
無
限
信
幣
、
兼
許
續
降　

公
主
、
久
（
不
？
）
替
懿
親
、
初
聞

鑾
駕
東
遷
（
下
略
）」
と
あ
る
。「
鑾
駕
東
遷
」
は
、
天
復
四
年
（
九
〇
四
）

に
昭
宗
が
朱
全
忠
に
よ
っ
て
洛
陽
に
拉
致
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
。「
光
化

年
初
」
は
光
化
元
年
（
八
九
八
）
で
あ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
耶
律
阿
保
機
が

契
丹
王
を
称
し
た
頃
に
、
昭
宗
は
回
鶻
に
公
主
降
嫁
を
約
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
土
肥
氏
は
、
天
睦
可
汗
は
回
鶻
国
固
有
の
可
汗
号
で
は
な
く
、「
表

本
」
で
光
化
年
初
に
昭
宗
か
ら
冊
封
（
冊
礼
）
を
受
け
た
人
物
の
可
汗
号

で
あ
り
、
そ
の
人
物
は
甘
州
回
鶻
の
可
汗
で
あ
っ
た
と
見
る
の
が
適
当
で

あ
る
、
と
す
る
。
な
お
、「
久
替
懿
親
」
は
土
肥
氏
に
従
っ
て
、「
不
替
懿

親
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
替
」
は
代
え
る
で
は
な
く
「
す

た
れ
る
」「
お
と
ろ
え
る
」、
即
ち
「
不
替
懿
親
」
で
懿
親
と
し
て
の
関
係

を
衰
え
さ
せ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

昭
宗
は
乾け
ん
ね
い寧

四
年
（
八
九
七
）
一
一
月
に
淑
妃
何
氏
を
皇
后
と
し
た
が

（『
資
治
通
鑑
』、『
新
唐
書
』
昭
宗
紀
で
は
翌
年
四
月
）、
翌
年
に
朱
全
忠

が
洛
陽
か
ら
西
に
進
撃
す
る
と
、
関
中
の
軍
閥
の
李
茂
貞
と
韓
建
と
は
恐

れ
て
昭
宗
を
奉
じ
て
八
月
に
長
安
に
戻
り
、
昭
宗
は
天
下
に
赦
し
て
光
化

と
改
元
し
た
。昭
宗
が
天
睦
可
汗
を
冊
立
し
公
主
降
嫁
を
許
諾
し
た
の
は
、

こ
の
長
安
帰
還
以
後
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
土
肥
氏
の
著

録
、紹
介
す
る「
燉
煌
発
見
唐
末
、唐
・
回
鶻
間
交
易
会
計
文
書
断
簡
」（
Ｓ

八
四
四
四
）
に
は
回
鶻
側
の
進
貢
品
（
附
進
物
）
と
唐
の
回
賜
品
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
天
睦
可
汗
女
附
進
皇
后
信
物
壹
角
、
錦
兩
疋
」

と
い
う
文
言
が
あ
り
、
こ
の
文
書
が
光
化
元
年
以
降
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
判
る（
４
）。

こ
の
文
書
で
は
、
回
鶻
側
の
個
々
の
附
進
（
進
献

物
）
に
対
し
て
唐
側
が
支
払
っ
た
品
物
と
そ
の
数
量
と
が
逐
一
記
録
さ
れ

て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
土
肥
氏
は
そ
の
間
に
は
一
定
の
換
算
基
準

が
存
在
し
て
お
り
、
本
文
書
は
唐
─
回
鶻
間
に
お
け
る
純
然
た
る
交
易
の

結
果
を
表
す
合
計
決
算
書
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
文

書
を
根
拠
に
、
韓
建
・
李
茂
貞
や
そ
の
後
の
朱
全
忠
に
よ
っ
て
唐
の
皇
帝

が
振
り
回
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
外
交
面
で
は
引
き
続
き
唐
の
皇
帝

に
一
定
の
権
威
が
存
在
し
て
い
た
、と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

四 
唐
朝
末
期
に
お
け
る
渤
海
の
朝
貢

　

私
は
前
掲
の
「
渤
海
を
め
ぐ
る
唐
代
の
国
際
関
係
」
に
お
い
て
、『
旧
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唐
書
』『
新
唐
書
』
の
本
紀
・『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
二
外
臣
部
朝
貢
第
五
・

『
資
治
通
鑑
』
と
い
う
編
年
史
料
に
拠
っ
て
、「
代
宗
朝
以
後
の
異
民
族

の
入
朝
」
表
を
作
成
し
た
。
そ
れ
に
依
れ
ば
、
九
世
紀
後
半
に
唐
に
入
朝

す
る
外
国
は
、
懿
宗
・
咸
通
元
年
（
八
六
〇
）
の
室
韋
の
一
例
を
除
く
と

南
詔
の
み
に
限
ら
れ
、
そ
れ
も
僖
宗
・
乾
符
五
年
（
八
七
八
）
を
最
後
に
、

以
後
は
唐
の
朝
廷
に
伺
候
す
る
通
常
の
外
交
交
渉
の
記
録
は
な
く
な
る
。

南
詔
へ
の
安
化
長
公
主
の
降
嫁
を
め
ぐ
る
交
渉
は
、
唐
末
の
国
際
交
渉
の

貴
重
な
事
例
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。ま
た
拙
論
で
は
そ
の
後
の
例
と
し
て
、

李
氏
朝
鮮
の
成
宗
九
年
（
一
四
七
八
）
に
編
纂
さ
れ
た
『
東
文
選
』
の
巻

三
三
・
表
箋
に
収
録
さ
れ
た
崔
致
遠
「
謝
不
許
北
国
居
上
表
」
を
引
い
て
、

昭
宗
の
乾
寧
四
年
（
八
九
七
）
に
渤
海
の
賀
正
使
の
王
子
・
大
封
裔
が
渤

海
を
新
羅
の
上
席
に
置
く
よ
う
に
要
請
し
た
の
に
対
し
て
唐
側
が
こ
れ
を

拒
絶
し
、
崔
致
遠
が
新
羅
王
に
代
わ
っ
て
そ
の
措
置
に
謝
意
を
表
し
た（
５
）こ

と
か
ら
、
唐
滅
亡
の
十
年
前
に
も
渤
海
が
賀
正
使
を
派
遣
し
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
た
。
な
お
、
崔
致
遠
は
八
八
五
年
（
新
羅
・
憲
康
王
一
一
年
、

唐
・
僖
宗
・
光
啓
元
年
）
に
新
羅
に
戻
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
謝
意
の
表

が
下
書
き
で
な
け
れ
ば
、
新
羅
も
乾
寧
四
年
頃
に
唐
に
遣
使
し
て
い
た
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
渤
海
に
つ
い
て
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
清
和
天
皇
・
貞
観

一
五
年
（
八
七
三
）
五
月
二
七
日
條
及
び
七
月
八
日
條
に
、
甑
島
に
漂
著

し
た
渤
海
の
遣
唐
使
に
関
す
る
記
録
が
あ
り
、
九
世
紀
後
半
の
渤
海
の
唐

へ
の
遣
使
に
つ
い
て
さ
ら
に
一
例
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
記
録
自
体

は
渤
海
使
が
日
本
に
漂
著
し
た
顛
末
と
、
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
対
応

が
主
と
な
る
が
、唐
に
関
係
す
る
部
分
に
つ
い
て
そ
の
記
事
を
紹
介
し
よ
う
。

　

同
年
三
月
一
一
日
、
薩
摩
国
甑
島
郡
に
渤
海
の
遣
唐
使
崔
宗
佐
ら
二
艘

六
十
人
が
漂
著
し
た
。国
司
側
が
筆
談
で
対
応
す
る
と
、其
の
首
崔
宗
佐
・

大
陳
潤
等
は
自
書
し
て
、「
宗
佐
等
渤
海
國
人
、
彼
國
王
差
入
大
唐
、
賀

平
徐
州
。
海
路
浪
險
、
漂
盪
至
此
」
と
答
え
た
。
し
か
し
国
司
は
、
彼
等

が
公
験
を
持
た
ず
「
書
く
所
の
年
紀
」
も
相
違
す
る
た
め（
６
）、
新
羅
人
が
渤

海
人
を
偽
称
し
、辺
境
を
窃
か
に
窺
い
に
来
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
た
。

そ
こ
で
彼
等
を
太
宰
府
に
回
航
さ
せ
た
が
、
一
舶
は
風
を
得
て
「
飛
帆
逃

遁
」
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
同
書
同
年
七
月
八
日
條
に
依
れ
ば
、
太

宰
府
か
ら
馳
駅
の
上
言
が
あ
り
、
逃
去
の
一
艦
は
崔
宗
佐
等
の
も
の
で
あ

り
、
彼
等
は
肥
後
国
天
草
郡
に
漂
著
し
た
。
そ
こ
で
大
唐
通
事
張
建
忠
を

派
遣
し
、彼
等
が
渤
海
の
入
唐
の
使
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
、と
い
う
。

そ
し
て
「
宗
佐
等
日
記
幷
所
賷
蠟
封
函
子
・
雜
封
書
・
弓
剱
等
」
が
中
央

に
進
上
さ
れ
た
。こ
れ
に
対
し
て
当
日
に
敕
が
発
せ
ら
れ
、表
函（
函
子
）・

牒
書
や
印
封
官
銜
等
は
先
来
の
入
覲
し
た
者
の
例
と
符
合
す
る
の
で
、
彼

等
が
善
隣
の
使
臣
で
あ
る
こ
と
は
誤
り
な
く
、
上
た
て
ま
つる
所
の
蝋
封
の
函
子
・

雑
封
書
等
は
印
封
し
た
ま
ま
返
し
、随
身
の
雑
物
も
皆
な
悉
く
還
与
す
る
。
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乗
る
所
の
二
舶
も
繕
修
し
、
早
く
に
好
去
を
得
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
崔
宗

佐
等
は
彼
国
の
名
宦
の
人
で
、
我
が
朝
の
相
善
を
知
り
な
が
ら
飛
帆
逃
亡

し
た
の
は
奸
賊
に
似
た
行
動
で
あ
る
。
そ
の
点
は
責
め
て
、
其
の
非
は
悔

い
る
よ
う
に
さ
せ
る
、
と
指
示
し
た
。

　

つ
ま
り
、
崔
宗
佐
等
が
唐
に
派
遣
さ
れ
た
渤
海
使
で
あ
っ
た
こ
と
は
明

白
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
事
件
の
起
こ
っ
た
貞
観
一
五
年
（
八
七
三
）

以
前
に
、
彼
等
は
「
徐
州
を
平
ら
げ
る
を
賀
す
る
」
た
め
に
唐
に
派
遣
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。そ
の「
賀
平
徐
州
」が
、懿
宗
・
咸
通
九
年（
八
六
八
）

七
月
か
ら
翌
咸
通
一
〇
年
九
月
に
か
け
て
起
こ
っ
た
龐
勛
の
乱
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
吐
蕃
衰
退
後
、
力
を
強
め
た
南
詔
は
唐
の
西
南
の
地

域
に
次
第
に
進
出
し
た
。
こ
れ
を
抑
え
る
た
め
に
桂
州
に
派
遣
さ
れ
た
徐

州
の
兵
が
、
三
年
の
期
限
を
越
え
て
六
年
経
っ
て
も
戻
さ
れ
な
い
こ
と
を

不
満
と
し
て
起
こ
し
た
の
が
龐
勛
の
乱
で
あ
り
、
彼
等
は
徐
州
へ
の
帰
還

を
強
行
し
て
反
乱
を
続
け
た
。
こ
の
乱
は
翌
年
に
鎮
圧
さ
れ
る
が
、
黄
巣

の
乱
の
先
蹤
と
し
て
唐
衰
亡
の
一
契
機
と
な
っ
た
。
徐
州
は
現
在
で
も
黄

河
の
支
流
が
残
り
、
黄
河
と
長
江
と
を
繫
ぐ
ほ
か
運
河
を
通
じ
た
内
陸
と

の
交
通
の
要
衝
で
も
あ
る
。
龐
勛
の
乱
鎮
定
の
情
報
は
、
そ
れ
ほ
ど
時
を

置
か
ず
に
渤
海
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
崔
宗
佐
等
の
渤
海
使

が
八
七
三
年
三
月
に
甑
島
に
漂
著
し
て
い
る
の
で
、
前
年
末
ぐ
ら
い
に
は

渤
海
を
出
発
し
て
い
た
と
す
る
と
、
八
七
一
年
か
ら
翌
年
頃
に
は
唐
へ
の

派
遣
が
決
定
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
側
の
編
年
史
料
に
は

現
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
日
本
の
史
料
か
ら
八
七
〇
年
頃
に
も
渤
海
使

節
が
唐
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
土
肥
氏
は
前
掲
「
燉
煌
発
見
唐
・
回
鶻
間
交
易
関
係
漢
文
文
書

断
簡
考
」
の
註
（
８
）
で
、「『
旧
規
』
所
収
の
「
沿
革
」
の
条
に
は
、
渤

海
国
王
大
璋
諧
へ
の
勅
書
事
例
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
乾
寧
二
年
（
八
九
五
）

十
一
月
の
紀
年
が
あ
る
。
…
…
『
唐
会
要
』
巻
五
七
、
翰
林
院
は
、
右
の

大
璋
諧
へ
の
勅
書
事
例
と
ほ
ぼ
同
文
を
伝
え
て
い
る
が
、
大
璋
諧
を
大
瑋

瑎瑎
に
、
十
一
月
を
十
月
に
作
っ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
（
四
〇
〇
頁
）。

『
旧
規
』
沿
革
で
は
「
十
一
月
、
渤
海
國
王
大
璋
諧
勅
書
、
院
中
稱
加
官

合
是
中
書
意
、
諮
報
中
書
」
で
あ
る
が
、『
唐
会
要
』
巻
五
七
に
は
「
乾

寧
二
年
十
月
、賜
渤
海
王
大
瑋
瑎瑎
勅
書
、翰
林
稱
加
官
合
是
中
書
撰
書
意
、

諮
報
中
書
」
と
あ
る
。
よ
り
判
り
易
い
後
者
で
読
み
下
す
と
、「
乾
寧
二

年
十
月
、
渤
海
王
大
瑋
瑎瑎
に
勅
書
を
賜
う
に
、
翰
林
は
加
官
は
合ま
さ

に
是
れ

中
書
が
書
意
を
撰
し
、
中
書
に
諮
報
す
べ
し
、
と
稱
す
」
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
即
ち
、
渤
海
王
（
正
し
く
は
渤
海
国
王
）
の
大
瑋
瑎瑎
に
敕
書
を
賜
う

の
に
、
官
号
を
加
え
る
の
で
あ
れ
ば
中
書
（
中
書
門
下
か
）
が
敕
書
の
下

書
き
の
書（
７
）意

を
撰
し
て
、
ま
ず
中
書
に
諮
問
す
べ
き
で
あ
る
、
と
翰
林
院

が
意
見
し
た
、
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
こ
れ
は
、
渤
海

の
王
に
敕
書
を
発
信
す
る
準
備
段
階
に
関
す
る
記
録
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
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点
で
敕
書
が
渤
海
の
王
に
発
信
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
記
事
か
ら
は

確
か
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
さ
き
の
「
謝
不
許
北
国
居
上
表
」
と
併
せ

て
、
乾
寧
二
年
か
ら
四
年
頃
で
も
唐
と
渤
海
と
の
間
に
は
正
規
の
使
者
の

派
遣
に
関
す
る
遣
り
取
り
の
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
な
お
、
鈴
木

靖
民
・
金
子
修
一
・
石
見
清
裕
・
浜
田
久
美
子
編
『
訳
註
日
本
古
代
の
外

交
文
書
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
の
渤
海
王
系
図
で
は
、
当
時
の

渤
海
の
王
は
大
瑋
瑎瑎
で
あ
る
。

五　

唐
末
の
南
詔
及
び
回
鶻
と
唐
と
の
交
渉

　

唐
に
関
す
る
編
年
史
料
に
依
れ
ば
、
九
世
紀
半
ば
以
降
に
唐
に
遣
使
し

た
異
民
族
は
ほ
ぼ
南
詔
の
み
で
あ
り
、
安
化
長
公
主
の
降
嫁
は
、
乾
符
五

年
（
八
七
八
）
の
南
詔
が
遣
使
し
て
和
親
を
請
う
た
こ
と
に
端
を
発
し
て

い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
頃
に
は
南
詔
は
独
自
の
活
動
を
強
め
て

い
た
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
初
め
に
述
べ

た
九
世
紀
後
半
の
唐
と
異
民
族
の
交
渉
と
は
、
実
質
的
に
唐
と
南
詔
と
の

交
渉
で
あ
り
、
そ
の
記
事
は
概
ね
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
五
三
～
二
六
三
に

記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
点
を
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

乾
符
五
年
（
八
七
八
）
四
月
に
南
詔
は
酋
望
（
官
名
）
の
趙
宗
政
を
遣

し
て
和
親
を
請
う
た
が
、
そ
れ
に
驃
信
（
王
）
の
表
は
な
く
、
督
爽
（
官

名
）
の
中
書
に
あ
て
た
牒
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
驃
信
は
弟
と
称
し
て
臣

と
称
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
一
二
月
に
趙
宗
政
は
帰
国
し
た
が
、
中
書
は

督
爽
に
答
え
る
文
書
は
作
成
せ
ず
、
西
川
節
度
使
崔
安
潜
あ
て
の
書
意
を

作
り
、
崔
安
潜
に
答
え
さ
せ
た
。
広
明
元
年
（
八
八
〇
）
に
趙
宗
政
が
南

詔
に
還
る
と
、
西
川
節
度
使
陳
敬
瑄
に
詔
を
賜
わ
り
、
和
親
及
び
不
称
臣

を
許
し
、
敬
瑄
に
詔
白
（
詔
意
と
同
じ
か
）
を
録
さ
せ
、
敬
瑄
か
ら
南
詔

に
あ
て
て
移
書
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
嗣
曹
王
李
亀
年
を
宗
正
少
卿
と
し
て

使
に
充
て
て
徐
雲
虔
を
副
使
と
し
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
別
に
宦
官
の

内
使
も
遣
わ
し
て
共
に
南
詔
に
至
ら
せ
た
。
中
和
二
年
（
八
八
二
）
七
月

に
な
る
と
、
南
詔
は
上
書
し
て
早
く
公
主
を
降
嫁
さ
せ
ん
こ
と
を
請
う
た

が
、詔
し
て
方ま
さ

に
礼
儀
を
議
し
て
い
る
と
報
じ
た
。翌
年
七
月
に
南
詔
は
、

公
主
を
迎
え
に
布
燮
（
官
名
）
楊
奇
肱
を
遣
わ
し
た
。
唐
は
陳
敬
瑄
に
詔

し
て
書
を
与
え
、
黄
巣
の
乱
で
輿
駕
（
僖
宗
）
は
巡
幸
中
で
あ
り
、
京
邑

に
還
る
を
俟
っ
て
然
る
後
に
出
降
さ
せ
る
、
と
答
え
さ
せ
た
が
、
楊
奇
肱

は
従
わ
ず
に
成
都
に
至
っ
た（
８
）。

そ
こ
で
一
〇
月
に
は
宗
女
を
長
公
主
と
し

て
南
詔
に
妻め
あ
わす

こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
乾
符
五
年
以
降
は
、
唐
は

南
詔
に
皇
帝
が
直
接
書
を
与
え
る
方
式
は
徹
底
的
に
回
避
し
て
い
た
。
そ

の
後
、
昭
宗
の
乾
寧
四
年
（
八
九
七
）
に
な
る
と
、
南
詔
驃
信
の
舜
化
が

皇
帝
へ
の
書
函
及
び
督
爽
の
中
書
に
牒
す
る
木
夾
を
上
た
て
ま
つり
、
中
興
と
い
う

年
号
を
用
い
た
。
朝
廷
は
詔
書
を
以
て
報
ぜ
ん
と
し
た
が
、
西
川
節
度
使
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王
建
は
、
南
詔
は
小
夷
で
あ
っ
て
詔
書
を
辱

か
た
じ
け
なく

す
る
に
足
り
ず
、
自
分

が
西
南
に
い
れ
ば
決
し
て
犯
塞
し
な
い
、と
上
言
し
、昭
宗
も
こ
れ
に
従
っ

た
。つ
ま
り
、こ
の
時
も
詔
書
で
返
答
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
広
明
二
年
（
八
八
一
）
正
月
に
僖
宗
が
成
都
に
至
る
と
、
三
月

に
は
群
臣
も
お
い
お
い
成
都
に
集
ま
っ
た
が
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
五
四

に
「
諸
道
及
四
夷
貢
獻
不
絶
、
蜀
中
府
庫
充
實
、
與
京
師
無
異
、
賞
賜
不

乏
、
士
卒
欣
悦
」
と
あ
り
、
四
夷
の
貢
献
も
成
都
に
集
ま
る
よ
う
に
な
っ

た（
９
）。

つ
ま
り
、
成
都
に
蒙
塵
中
の
僖
宗
の
許
に
も
四
夷
の
使
者
は
や
っ
て

来
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
書
巻
二
六
三
・
天
復
二
年
（
九
〇
二
）
四

月
條
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

辛
丑
、
回
鶻
遣
使
入
貢
、
請
發
兵
赴
難
、
上
命
翰
林
學
士
承
旨
韓
偓

答
書
許
之
。
乙
巳
、
偓
上
言
、
戎
狄
獸
心
、
不
可
倚
信
。
彼
見
國
家

人
物
華
靡
、
而
城
邑
荒
殘
、
甲
兵
彫
弊
、
必
有
輕
中
國
之
心
、
啓
其

貪
婪
。
且
自
會
昌
以
來
、
回
鶻
爲
中
國
所
破
、
恐
其
乘
危
復
怨
。
所

賜
可
汗
書
、
宜
諭
以
小
小
寇
竊
、
不
須
赴
難
、
虛
愧
其
意
、
實
沮
其

謀
。
從
之
。

即
ち
、
昭
宗
の
天
復
二
年
四
月
に
は
回
鶻
（
甘
州
回
鶻
で
あ
ろ
う
）
が
遣

使
入
貢
し
、
助
兵
を
申
し
出
た
。
こ
れ
に
対
し
て
翰
林
学
士
承
旨
韓
偓
が

上
言
し
、「
回
鶻
が
唐
の
人
物
の
華
靡
と
城
邑
の
荒
残
、
甲
兵
の
彫
弊
を

見
れ
ば
、
必
ず
中
国
を
軽
ん
ず
る
心
を
起
こ
す
で
あ
ろ
う
。
且
つ
会
昌
以

来
、
回
鶻
は
中
国
に
破
ら
れ
、
こ
の
危
機
に
乗
じ
て
怨
み
を
復
す
る
で
あ

ろ
う
。
可
汗
に
賜
う
書
に
は
、『
小
小
た
る
寇
窃
で
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら

が
難
に
赴
く
を
須
い
な
い
』
と
諭
し
、
そ
の
底
意
を
受
け
流
す
べ
き
で
あ

る
」
と
述
べ
て
昭
宗
も
こ
れ
に
従
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
韓
偓
の
言

に
従
え
ば
、
こ
の
時
の
回
鶻
の
目
的
は
助
兵
や
正
規
の
交
渉
で
は
な
か
っ

た
。

　

甘
州
回
鶻
の
天
睦
可
汗
へ
の
公
主
降
嫁
は
光
化
元
年
（
八
九
八
）
八
月

以
降
に
決
定
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
は
宮
中
の
宦
官
が
皆
殺
し

に
さ
れ
て
お
り
、
註
（
４
）
に
も
述
べ
た
よ
う
に
公
主
降
嫁
が
実
現
し
た

か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
前
述
の
同
時
期
の
「
燉
煌
発
見
唐
末
、
唐
・
回

鶻
間
交
易
会
計
文
書
断
簡
」（
Ｓ
八
四
四
四
）
に
は
、
回
鶻
側
の
進
献
物

に
対
し
て
唐
側
が
支
払
っ
た
品
物
と
そ
の
数
量
と
が
逐
一
記
録
さ
れ
て
い

る
。
土
肥
氏
は
、
そ
こ
に
は
回
鶻
の
波
斯
錦
一
疋
＝
中
国
産
錦
二
疋
、
羚

羊
角
一
対
＝
錦
一
丈
、
幅
の
広
い
大
絹
で
あ
れ
ば
三
・
三
三
三
丈
の
よ
う

に
、
回
鶻
か
ら
の
進
献
物
と
唐
側
の
支
払
っ
た
物
品
と
の
間
に
一
種
の
換

算
基
準
が
存
在
し
て
お
り
、
本
文
書
は
唐
ー
回
鶻
間
に
お
け
る
純
然
た
る

交
易
の
結
果
を
表
す
合
計
決
算
書
で
あ
る
、
と
す
る）

（1
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

こ
の
時
期
の
唐
と
回
鶻
と
の
交
渉
は
実
際
に
は
交
易
関
係
に
終
始
し
て
お

り
、
甘
州
回
鶻
に
し
て
み
れ
ば
交
易
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
公
主
降
嫁
の
違

約
な
ど
問
題
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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な
お
、
土
肥
氏
は
前
述
の
会
計
文
書
断
簡
か
ら
、
唐
末
に
お
い
て
回
鶻

の
馬
一
頭
が
絹
二
五
疋
程
度
で
交
易
さ
れ
た
、
と
考
察
し
て
い
る
。『
旧

唐
書
』
巻
一
九
五
・
迴
紇
伝
・
大
暦
八
年
（
七
七
三
）
一
一
月
條
の

迴
紇
恃
功
、
自
乾
元
（
七
五
八
～
七
六
〇
）
之
後
、
屢
遣
使
以
馬
和

市
繒
帛
、
仍
歳
來
市
、
以
馬
一
匹
易
絹
四
十
匹
、
動
至
數
萬
馬
。

と
い
う
記
述
か
ら
は
馬
一
頭
が
絹
四
〇
疋
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
の

で
、土
肥
氏
は
馬
一
頭
＝
絹
二
五
疋
の
換
算
基
準
を
仮
説
と
し
て
い
る
が
、

『
文
苑
英
華
』
巻
四
六
八
・
翰
林
詔
制
四
九
に
白
居
易
の
「
與
回
鶻
可
汗

書
」（
元
和
三
年
、
八
〇
八
）
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
馬
と
絹
と
の
交
易

に
関
わ
る
駆
け
引
き
を
記
し
た
部
分
が
あ
る
の
で
、以
下
に
紹
介
し
て
お
く
。

達
覽
將
軍
等
至
、
省
表
、
其
馬
數
共
六
千
五
百
疋
。
據
所
到
印
納
馬

都
二
萬
疋
、
都
計
馬
價
絹
五
十
萬
疋
。
緣
近
歳
已
來
、
或
有
水
旱
、

軍
國
之
用
、
不
免
闕
供
、
令
今
數
内
、
且
方
圓
支
二
十
五
萬
疋
、
分

付
達
覽
將
軍
、
便
令
歸
國
、
仍
遣
中
使
送
至
界
首
。
雖
都
數
未
得
盡

足
、
然
來
使
且
免
稽
留
、
貴
副
所
須
、
當
悉
此
意
。

　

右
の
引
用
文
の
初
め
の
記
述
で
は
、
二
万
疋
の
馬
の
対
価
の
絹
が

五
〇
万
疋
で
あ
る
の
で
、
馬
一
匹
の
値
段
は
絹
二
五
疋
と
な
る
。
と
こ
ろ

が
次
の
文
で
は
、
近
年
水
旱
等
の
事
情
で
唐
の
財
政
は
逼
迫
し
て
い
る
の

で
、
当
座
二
五
万
疋
を
払
う
、
と
弁
明
し
て
い
る
。
方
円
は
四
角
と
丸
。

水
は
器
の
形
に
従
っ
て
四
角
に
も
丸
に
も
形
を
変
え
る
の
で
、
融
通
無
碍

の
意
。
こ
こ
で
は
、
規
定
通
り
に
行
う
の
で
な
い
が
当
座
の
方
策
と
し
て

臨
機
応
変
に
、
と
い
う
意
味
に
な
ろ
う
。
絹
二
五
万
疋
は
馬
一
万
疋
の
値

段
と
な
る
が
、
達
覧
将
軍
等
の
持
っ
て
き
た
馬
は
六
五
〇
〇
疋
で
あ
る
の

で
、
当
座
は
唐
側
は
馬
三
五
〇
〇
疋
分
だ
け
多
め
に
払
う
こ
と
に
な
る
。

然
し
、
不
足
分
の
三
五
〇
〇
疋
の
馬
の
到
著
を
待
た
ず
、「
回
鶻
側
の
便

宜
を
考
え
て
、達
覧
将
軍
達
は
帰
国
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
」と
い
う
の
が
、

「
且
免
稽
留
、
貴
副
所
須
」
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
中
使
は
宮
中
か
ら
の
使

者
で
、
実
際
に
は
宦
官
が
当
た
る
。
界
首
は
今
で
い
え
ば
国
境
で
、
回
鶻

と
の
勢
力
範
囲
の
境
ま
で
宦
官
の
使
者
を
付
き
添
わ
せ
る
の
で
あ
り
、
こ

こ
で
も
宦
官
が
活
躍
し
て
い
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
唐
ー
回
鶻
間
の
馬
と
絹
の
比
価
に
つ
い
て
は
馬
一
疋

＝
絹
四
〇
疋
と
す
る
史
料
も
あ
る
。
こ
の
文
で
は
馬
一
匹
＝
絹
二
五
疋
と

し
て
い
る
が
、
面
白
い
の
は
今
回
支
払
う
絹
二
五
万
疋
を
馬
六
五
〇
〇
疋

で
割
る
と
、
馬
一
疋
＝
絹
三
八
疋
強
、
即
ち
ほ
ぼ
絹
四
〇
疋
と
な
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
く
と
、
こ
の
文
で
は
「
緣
近
歳
已
來
」
を
理

由
と
し
て
、
今
回
は
馬
一
疋
＝
絹
二
五
疋
に
値
切
っ
て
支
払
う
こ
と
に
す

る
、
と
弁
明
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。「
且
方
圓
」
の
「
方
圓
」
の

意
味
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
、
唐
側
の
苦
し
い
言
い
訳
の
よ
う
に
も
見
え

る）
（（
（

。
す
る
と
最
後
は
、
絹
二
五
万
疋
で
も
今
回
持
っ
て
き
た
六
五
〇
〇
疋

分
に
は
餘
る
が
、
使
者
は
帰
国
さ
せ
る
の
で
あ
り
が
た
く
思
え
、
と
強
弁
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し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
史
料
だ
け
で
馬
一
匹
＝
絹

二
五
疋
が
当
時
の
公
定
価
格
で
あ
る
、
と
言
い
切
る
に
は
不
安
が
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。

六　

お
わ
り
に

　

以
上
、「
荅
蕃
書
」
の
「
唐
代
国
際
関
係
に
お
け
る
日
本
の
位
置
」
で

は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
、
さ
ら
に
渤
海
と
唐

と
の
交
渉
に
関
わ
る
史
料
に
つ
い
て
も
簡
単
に
取
り
上
げ
た
。
そ
れ
ら
の

結
果
を
踏
ま
え
て
、
九
世
紀
後
半
の
唐
の
国
際
関
係
の
特
徴
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

　
『
翰
林
志
』
の
書
か
れ
た
九
世
紀
初
頭
で
は
吐
蕃
が
最
も
丁
重
に
扱
わ

れ
、
回
紇
・
新
羅
・
渤
海
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
南
詔
は
そ
の
下
に
あ
っ
た
が
、

「
荅
蕃
書
」の
九
世
紀
末
で
は
回
鶻（
甘
州
回
鶻
）・
南
詔
─
新
羅
─
渤
海
・

黠
戞
斯
─
契
丹
─
䍧䍧
牱
─
退
渾
・
党
項
・
吐
蕃
と
い
う
順
番
と
な
り
、
九

世
紀
初
頭
に
比
べ
て
吐
蕃
が
凋
落
し
て
南
詔
の
地
位
が
上
昇
し
た
、
と
い

う
大
筋
の
見
通
し
は
改
め
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
憲
宗
朝

の
元
和
年
間
（
八
〇
六
～
八
二
〇
）
で
は
唐
朝
の
政
権
は
ま
だ
ま
だ
安
定

し
て
い
た
が
、
九
〇
四
年
か
以
後
の
同
年
に
極
め
て
近
い
時
期
に
、

八
八
三
年
頃
か
ら
の
制
敕
な
ど
を
編
纂
し
た
『
旧
規
』
の
段
階
で
は
、
唐

朝
は
気
息
奄
々
た
る
状
態
で
あ
っ
た
。
南
詔
へ
の
安
化
長
公
主
の
降
嫁
は

僖
宗
が
長
安
に
戻
る
と
沙
汰
止
み
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
唐
と
南
詔
と
の

間
で
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
南
詔
や
こ
れ
に
続
く

甘
州
回
鶻
と
の
公
主
降
嫁
の
話
は
、「
荅
蕃
書
」
の
書
式
に
は
影
響
を
与

え
た
が
、
実
際
に
は
両
国
と
唐
と
の
交
渉
に
画
期
的
な
変
化
が
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
渤
海
の
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
崔

宗
佐
等
が
唐
に
派
遣
さ
れ
た
の
は
八
七
一
、二
年
（
唐
で
は
懿
宗
・
咸
通

一
二
、一
三
）
頃
で
あ
っ
た
し
、
賀
正
使
の
王
子
大
封
裔
の
進
状
は
昭
宗
・

乾
寧
四
年
（
八
九
七
）
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
、
日
本
へ
の
漂

著
が
無
け
れ
ば
黄
巣
の
乱
の
前
に
長
安
に
著
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ

て
、
通
常
の
外
交
使
節
の
範
囲
内
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
場

合
も
、
乾
寧
二
年
一
〇
月
に
渤
海
に
賜
わ
る
敕
書
の
加
官
の
こ
と
が
議
論

さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
大
封
裔
の
進
状
で
新
羅
と
渤
海
と
の
席
次
の
件

が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
も
甘
州
回
鶻
の
場
合
の

よ
う
に
交
易
が
主
目
的
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
た
だ
、

外
交
使
節
に
は
か
な
り
の
金
品
の
持
参
が
許
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
、

本
稿
で
扱
っ
た
唐
朝
の
権
威
の
凋
落
し
た
時
期
で
あ
れ
ば
、
渤
海
や
新
羅

の
側
で
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
外
交
上
の
優
位
を
確
保
す
る
た
め
だ
け
で
な

く
、
唐
朝
の
回
賜
を
主
目
的
と
し
て
使
者
を
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
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た
の
か
も
知
れ
な
い
。『
資
治
通
鑑
』
巻
二
五
四
に
、
広
明
二
年
（
八
八
一
）

に
僖
宗
が
成
都
に
蒙
塵
し
て
も
、
諸
道
及
び
四
夷
の
貢
献
が
絶
え
ず
、
蜀

中
の
府
庫
の
充
実
ぶ
り
は
長
安
と
異
な
ら
な
か
っ
た
、
と
あ
っ
た
こ
と
を

想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
遣
唐
使
に
関
す
る
史
料
に
は
そ
の
よ
う
な
事
情

は
窺
わ
れ
な
い
が
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
唐
と
の
交
渉
で
も
、
経
済
的
な
側

面
も
あ
る
程
度
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註（１
） 『
翰
林
志
』
に
つ
い
て
は
、『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
巻
七
九
・
史
部
三
五
・
職
官

類
で
は
元
和
一
四
年
（
八
一
九
）
の
撰
述
と
す
る
が
、
中
村
裕
一
氏
は
幅
を
持
た

せ
て
元
和
年
間
（
八
〇
六
～
八
二
〇
）
の
成
立
と
す
る
。
同
氏
『
唐
代
制
勅
研
究
』

汲
古
書
院
、
一
九
九
一
年
、
六
〇
六
頁
。

（
２
） 

藤
澤
義
美
『
西
南
中
国
民
族
史
の
研
究
─
南
詔
国
の
史
的
研
究
─
』（
大
安
、

一
九
六
九
年
）、三
八
九
～
四
三
五
頁
参
照
。驃
信
に
つ
い
て
は
同
書
二
五
頁
参
照
。

（
３
） 

契
丹
王
阿
保
機
に
関
す
る
文
の
末
尾
の
註
に
「
自
僭
稱
神
號
、
奏
事
多
繫
軍
幾（
機
？
）、

所
賜
中
書
内
、
改
例
從
權
、
院
中
無
樣
」
と
あ
る
の
は
、
耶
律
阿
保
機
が
皇
帝
を

称
し
て
か
ら
は
（
九
〇
七
年
）、
後
梁
に
対
す
る
奏
事
に
は
軍
機
に
関
す
る
事
柄

が
多
く
な
り
、
契
丹
に
賜
う
文
は
中
書
（
中
書
門
下
か
）
内
で
臨
機
応
変
（
従
権
）

に
作
成
し
、
翰
林
院
に
は
定
ま
っ
た
様
式
（
雛
形
）
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い

う
意
味
で
あ
ろ
う
。
土
肥
氏
は
、
こ
の
文
は
五
代
に
入
っ
て
編
述
さ
れ
た
記
事
で

あ
り
、
唐
代
の
制
勅
事
例
に
つ
い
て
後
唐
の
李
愚
が
補
足
的
な
説
明
を
加
え
た
も

の
で
あ
る
、
と
す
る
。

（
４
） 

洪
勇
明
「
甘
州
回
鶻
登
里
可
汗
考
辯
」（『
西
域
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
二
期
）
は
、

「
天
睦
可
汗
女
附
進
皇
后
」
の
皇
后
は
昭
宗
が
降
嫁
さ
せ
た
漢マ

マ

の
公
主
で
あ
る
、

と
す
る
。
し
か
し
、
原
文
は

達
干
宰
相
附
進

　
　

羚
羊
角
貳
捨
對

　
　
　
　

…
…

天
睦
可
汗
女
附
進

　
　

皇
后
信
物
壹
角

　
　
　
　

…
…

大
宰
相
附
進

　
　

玉

帯
胯
具
壹
捨
貳
事

 

と
な
っ
て
お
り
、
天
睦
可
汗
の
女む
す
めが
附
進
す
る
の
は
皇
后
へ
の
信
物
（
贈
り
物
）

壹
角
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
皇
后
は
昭
宗
の
何
皇

后
で
あ
り
、
実
際
に
天
睦
可
汗
に
公
主
降
嫁
が
あ
っ
た
か
否
か
は
疑
問
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
５
） 

崔
致
遠
の
「
謝
不
許
北
国
居
上
表
」
に
つ
い
て
は
、
浜
田
耕
策
「
唐
朝
に
お
け
る

渤
海
と
新
羅
の
争
長
事
件
」（
末
松
保
和
博
士
古
稀
記
念
会
編
『
古
代
東
ア
ジ
ア

史
論
集
』
下
巻
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

（
６
） 

浜
田
久
美
子
氏
は
、
唐
の
年
号
な
ど
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。
渤
海
は
日
本
と
の
交

渉
で
は
、
渤
海
独
自
の
年
号
を
用
い
た
。
同
氏
『
日
本
古
代
の
外
交
と
礼
制
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）
第
二
部
第
二
章
「
大
宰
府
に
お
け
る
外
交
文
書
調

査
」 

参
照
。
な
お
、
日
本
と
渤
海
に
関
わ
る
本
文
の
記
述
は
浜
田
氏
の
論
に
依

拠
し
た
。

（
７
） 

私
は
国
書
の
下
書
き
で
あ
る
書
意
に
関
連
す
る
例
を
、
南
宋
・
高
宗
（
在
位

一
一
二
七
～
一
一
六
二
）
一
代
の
事
績
を
記
し
た
李
心
伝
撰
『
建
炎
以
来
繫
年
要

略
』（
嘉
定
三
年
〈
一
二
一
〇
〉
頃
成
立
、
台
湾
・
文
海
出
版
社
の
光
緒
二
六
年

〈
一
九
〇
〇
〉
広
雅
書
局
影
印
本
を
用
い
た
）
か
ら
幾
つ
か
見
出
し
た
の
で
、
こ

の
機
会
に
紹
介
し
て
お
く
。
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①
巻
七
二
・
紹
興
四
年
（
一
一
三
四
）
正
月
條

丁
巳
、
朱
勝
非
（
南
宋
の
宰
相
）
等
奏
稟
國
書
意
。
上
曰
、
意
當
如
此
、
乃

朕
一
己
之
見
、
卿
等
更
覺
盡
底
蘊
。
勝
非
等
頓
首
謝
。

 

「
国
書
意
」
が
国
書
の
下
書
き
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
判
る
文
。
そ
れ
を
皇
帝
（
こ

こ
で
は
高
宗
）
に
確
認
し
て
も
ら
い
、
そ
の
後
に
「
更
覺
盡
底
蘊
」、
つ
ま
り
腕

に
撚
り
を
掛
け
て
文
を
彫
琢
す
る
の
で
あ
る
。

 

②
巻
八
〇
・
紹
興
四
年
九
月
庚
午
（
二
四
日
）
條

是
日
、
通
問
使
魏
良
臣
等
發
行
在
。
前
二
日
、
直
學
士
院
孫
近
入
對
、
白
稟

國
書
指
意
。
次
日
、
良
臣
等
省
中
見
。
近
笑
而
言
曰
、
非
細
最
添
。
良
臣
曰

幾
何
。
近
擧
五
指
於
胸
前
、
蓋
聞
有
大
擧
、
意
遂
增
作
銀
帛
共
五
千
萬
。
至

是
得
國
書
、
辭
行
。
會
趙
鼎
等
出
餞
、
朱
勝
非
謝
不
見
。

 

こ
の
「
白
稟
國
書
指
意
」
は
、
金
に
対
す
る
通
問
使
の
魏
良
臣
等
が
臨
安
を
発
つ

前
に
、
直
学
士
の
孫
近
が
金
に
手
渡
す
（
皇
帝
で
は
な
く
、
長
江
北
岸
ま
で
南
下

し
た
金
の
将
軍
に
渡
す
）
国
書
の
あ
ら
ま
し
を
説
明
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
國
書
指
意
は
下
書
き
の
書
意
で
は
な
く
、
完
成
し
た
国

書
の
あ
ら
ま
し
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 

③
巻
一
九
・
建
炎
三
年
（
一
一
二
九
）
正
月
己
丑
（
一
〇
日
）
條

是
日
、
上
諭
宰
相
黃
潛
善
草
二
帥
書
、
且
趣
令
進
發
。
潛
善
曰
、
國
相
・
元

帥
書
、
自
來
只
平
文
、
不
用
四
六
。
上
曰
、
卿
早
來
所
撰
與
大
金
皇
帝
通
問

書
、
其
語
詞
甚
精
確
、
能
寫
朕
欲
言
之
意
、
如
此
足
矣
、
不
必
須
四
六
也
。

既
而
金
兵
奄
至
、
遂
輟
行
。

 

①
②
の
五
年
前
の
例
と
な
る
が
、
金
の
国
相
・
元
帥
に
対
し
て
は
平
文
（
韻
文
に

対
し
て
散
文
を
い
う
）
を
用
い
る
が
、
皇
帝
に
対
し
て
は
四
六
文
を
用
い
る
、
と

い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
貴
重
な
例
。
但
し
、
こ
の
時
に
は
高
宗
は
起
草
者

の
黄
潜
善
に
対
し
、用
語
が
精
確
で
そ
の
ま
ま
外
交
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
る（
能

写
は
そ
う
し
た
意
味
で
あ
ろ
う
）
の
で
、
金
帝
に
対
し
て
も
四
六
文
を
用
い
な
く

て
よ
い
、と
言
っ
て
い
る
。黄
潜
善
の
通
問
書
は
下
書
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

 

④
巻
一
五
二
・
紹
興
一
四
年
（
一
一
四
四
）
八
月
條

壬
寅
、
秦
檜
進
呈
直
學
士
院
楊
愿
・
秦
熺
之
撰
賀
金
主
正
旦
及
生
辰
國
書
。

上
覽
熺
所
撰
、
再
三
稱
善
。
於
是
命
用
之
。

 

こ
れ
は
、
国
書
を
二
名
の
官
僚
に
書
か
せ
、
皇
帝
が
そ
の
う
ち
の
一
通
を
選
ん
だ

例
で
あ
る
。
従
っ
て
、
二
通
と
も
下
書
き
と
な
る
。

（
８
） 

崔
致
遠
の
『
桂
苑
筆
耕
集
』
巻
二
「
謝
示
南
蛮
通
和
事
宜
表
」
に
「
臣
某
言
、
二

月
二
十
六
日
、
宣
慰
使
供
奉
官
李
從
孟
至
、
伏
奉
敕
旨
、
入
鶴
拓
使
冑
嗣
王
龜
年
・

閣
門
使
劉
光
裕
等
回
、得
驃
信
兼
布
燮
楊
奇
肱
與
西
川
節
度
使
書
、皆
備
述
情
誠
、

無
不
順
命
」
と
あ
り
、
本
文
の
内
使
が
閣
門
使
劉
光
裕
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

嗣
王
李
亀
年
等
の
帰
朝
も
中
和
二
年
（
八
八
二
）
頃
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

鶴
拓
は
南
詔
の
こ
と
。
閣
門
は
朝
廷
の
内
殿
に
入
る
正
門
横
の
東
西
の
小
門
で
、

中
唐
以
後
は
宦
官
が
閣
門
使
を
務
め
た
。
崔
致
遠
は
唐
で
は
高
駢
（
当
時
は
淮
南

節
度
使
）
に
仕
え
た
の
で
、「
臣
某
」
は
高
駢
か
。
濱
田
耕
策
「
新
羅
の
文
人
官

僚
崔
致
遠
の
“
生
”
と
“
思
想
”」（
同
氏
編
著
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
崔
致

遠
の
人
と
作
品
』
所
収
、
九
州
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
）
参
照
。
な
お
、
本

文
に
前
述
の
「
謝
不
許
北
国
居
上
表
」
は
『
桂
苑
筆
耕
集
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い

な
い
。

（
９
） 

外
交
使
節
は
危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
役
目
柄
か
、
派
遣
す
る
王
朝
か
ら
も
相
手
側

の
王
朝
か
ら
も
多
く
の
物
品
を
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
『
金
史
』
巻
九
六
・
路
伯
達
伝
の
文
が
参
考
に
な
る
。

嘗
使
宋
回
、
獻
所
得
金
二
百
五
十
兩
・
銀
一
千
兩
、
以
助
邊
、
表
乞
致
仕
、

未
及
上
而
卒
。
其
妻
傅
氏
言
之
、
上
嘉
其
誠
、
贈
太
中
大
夫
、
仍
以
金
銀
還

之
、
傅
泣
請
、
弗
許
。
傅
以
伯
達
嘗
修
冀
州
學
、
乃
市
信
都
・
棗
強
田
、
以

贍
學
、
有
司
具
以
聞
。
上
賢
之
、
賜
號
成
德
夫
人
。（
下
略
）

贊
曰
、
金
詘
宋
稱
臣
稱
姪
、
受
其
歳
幣
、
禮
也
。
使
聘
於
其
國
、
燕
享
、
禮

也
。
納
其
重
賂
、
其
可
乎
哉
。
時
人
貪
利
忘
禮
、
習
以
爲
常
、
莫
有
知
爲
非

者
。
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即
ち
、
宋
に
使
し
た
路
伯
達
が
帰
国
後
に
、
宋
か
ら
得
た
金
二
五
〇
両
・
銀
千
両

を
朝
廷
に
献
上
し
て
辺
境
防
備
の
費
用
と
し
、
表
し
て
致
仕
を
願
っ
た
が
、
上
表

に
及
ば
ず
し
て
卒
し
た
。
そ
こ
で
妻
の
傅
氏
が
上
言
し
、
皇
帝
は
そ
の
誠
意
を
嘉

し
て
死
後
の
伯
達
に
太
中
大
夫
を
贈
り
、
金
銀
は
返
却
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
傅

氏
は
路
伯
達
の
遺
志
に
従
っ
て
金
銀
を
献
上
し
よ
う
と
し
た
が
、
許
さ
れ
ず
、
彼

が
嘗
て
学
ん
だ
冀
州
の
学
校
に
信
都
・
棗
強
（
い
ず
れ
も
地
名
）
の
土
地
を
買
っ

て
寄
附
し
、
皇
帝
は
傅
氏
を
賢
と
し
て
成
德
夫
人
の
号
を
賜
わ
っ
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
伝
賛
に
つ
い
て
は
冒
頭
の
部
分
を
引
い
た
が
、
路
伯
達
伝
の
本
文
と
伝

賛
と
か
ら
、
当
時
金
の
使
者
が
宋
か
ら
賄
賂
を
受
け
る
こ
と
が
常
習
化
し
て
い
た

こ
と
が
判
る
。

 

　

唐
代
の
事
例
で
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
四
九
・
帰
崇
敬
伝
に

大
曆
（
七
六
六
～
七
七
九
）
初
、
以
新
羅
王
卒
、
授
崇
敬
倉
部
郎
中
兼
御
史

中
丞
、
賜
紫
金
魚
袋
、
充
弔
祭
冊
立
新
羅
使
。
…
…
故
事
、
使
新
羅
者
、
至

海
東
多
有
所
求
、
或
擕
資
帛
而
往
、
貿
易
貨
物
、
規
以
爲
利
、
崇
敬
一
皆
絶

之
、
東
夷
稱
重
其
德
。

 

と
あ
る
。『
新
唐
書
』
巻
一
六
四
・
帰
崇
敬
伝
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、「
先
是
使

外
國
、
多
齎
金
帛
、
貿
擧
所
無
、
崇
敬
嚢
橐
惟
衾
衣
、
東
夷
傳
其
淸
德
」
と
あ
る
。

こ
こ
で
の
弔
祭
冊
立
新
羅
使
は
、
新
羅
の
景
徳
王
（
在
位
七
四
二
～
七
六
四
）
か

ら
恵
恭
王
（
在
位
七
六
五
～
七
七
九
）
へ
の
王
位
継
承
を
指
す
。
以
上
の
文
は
唐

側
の
使
節
が
訪
問
先
の
異
民
族
と
交
易
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
と
な
る

が
、
先
方
に
財
物
を
要
求
す
る
場
合
も
あ
り
、
唐
の
使
節
が
財
物
を
携
行
し
て
貿

易
を
強
要
す
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
機
会
を
利
用
し
て
、
異
民

族
側
が
使
節
に
対
し
て
自
国
の
有
利
を
図
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
こ
と
も
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

（
10
） 

前
掲
「
燉
煌
発
見
唐
・
回
鶻
間
交
易
関
係
漢
文
文
書
断
簡
考
」
三
九
六
～
三
九
八

頁
。

（
11
） 

李
錦
繍
氏
は
、『
唐
代
財
政
史
考
』（
下
巻
）
第
二
分
冊
（
北
京
大
学
出
版
社
、

二
〇
〇
一
年
）
に
「
方
圓
支
用
」
の
項
を
立
て
て
方
円
の
解
説
を
し
て
い
る

（
一
二
〇
四
～
一
二
〇
七
頁
）。
李
氏
は
、「
度
支
・
塩
鉄
・
内
庫
・
諸
司
・
諸
道
・

諸
州
府
等
に
は
皆
な
方
圓
の
支
用
が
あ
り
、
方
圓
は
経
費
を
工
面
（
籌
措
）
し
た

り
、
支
用
を
増
加
さ
せ
た
り
し
て
、
必
要
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
備
え
る
手
段
で
あ

る
」
と
説
明
し
、
用
例
を
一
二
例
表
示
し
て
お
り
、『
白
居
易
集
』
巻
五
七
か
ら

こ
の
文
書
の
一
部
も
引
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
李
氏
は
唐
の
中
央
政
府
や
地
方
の

財
政
支
出
に
関
心
が
あ
り
、
こ
の
文
書
が
唐
中
央
と
回
鶻
間
の
絹
馬
交
易
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
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第
一
表
　
楊
鉅
「
荅
蕃
書
幷
使
紙
及
宝
函
等
事
例
」
に
よ
る
国
書
の
格
式
表

国　
　

名

使
紙
（
用
紙
）

書　
　
　

頭

末　
　
　
　
　

尾

宝
函
・
そ
の
他

新
羅

五
色
金
花
白
背
紙

敕
某
国
・
王
・
姓
名
卿
比
平
安
好
、
遣
書
指
不
多
及

次
宝
函
・
使
印
（
用
印
）

渤
海

同
右

同
右

同
右

同
右

黠
戞
斯

同
右

敕
黠
戞
斯
・
姓
名

同
右

同
右

回
鶻

（
旧
回
紇
）

皇
帝
舅
敬
問
回
鶻
天

睦
可
汗
外
甥

想
宜
知
悉
時
候
、
卿
比
平
安
好
、
将
相

及
部
族
男
女
兼
存
問
之
、
遣
書
指
不
多

及
。

使
印

敕
某
王
子
外
甥

問
部
族
男
女
等
。

（
無
函
・
使
印
？
）

契
丹
（
旧
）

黄
麻
紙

敕
契
丹
王
阿
保
機

想
宜
知
悉
時
候
、
卿
比
平
安
好
、
遣
書

指
不
多
及
。

平
使
印
（
不
使
印
）

五
色
牋
紙

（
同
右
）

（
同
右
）

次
宝
鈿
函
・
使
印

䍧䍧
牱

（
牂
柯
）

五
色
牋
紙

敕
䍧䍧
牱
・
姓
名

想
宜
知
悉
時
候
、
卿
比
好
否
、
遣
書
指

不
多
及
。

不
使
印

退
渾
使
首
領

黄
麻
紙

敕
退
渾
・
姓
名

不
使
印

党
項
使
首
領

同
右

敕
党
項
・
姓
名

同
右

吐
蕃
使
首
領

同
右

敕
吐
蕃
・
姓
名

同
右

南
詔

白
紙

皇
帝
舅
敬
問
驃
信
外

甥

想
宜
知
悉
時
候
、
卿
比
平
安
好
、
将
相

及
部
族
男
女
兼
存
問
之
、
遣
書
指
不
多

及
。（
次
に
四
相
の
名
銜
を
記
す
）

使
印

冊
可
汗
の
場
合

朝
宣
令
使
と
な
っ
て
よ
り
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第
二
表
　
李
肇
『
翰
林
志
』
に
よ
る
身
分
と
用
紙
等
と
の
関
係
表

将
相
告
身

金
花
五
色
綾
紙
・
所
司
印

吐
蕃
賛
普
書
及
び
別
録

金
花
五
色
綾
紙
・
不
用
印
・
上
白
檀
香
木
真
朱
瑟
瑟
鈿
函
・
銀
鏁

回
紇
可
汗
書
及
び
別
録

金
花
五
色
綾
紙
・
不
用
印
・
次
白
檀
香
木
瑟
瑟
鈿
函
・
銀
鏁

新
羅
王
書
及
び
別
録

同
右

渤
海
王
書
及
び
別
録

同
右

諸
蕃
軍
長
書
及
び
別
録

五
色
麻
紙
・
不
用
印
・
紫
檀
木
鈿
函
・
銀
鏁

吐
蕃
宰
相
書
及
び
別
録

同
右

回
紇
内
外
宰
相
・
摩
尼
以
下
書
及
び
別
録
同
右

南　
　

詔
及
び
大
将
軍
、
清
平
官
等

（
南
詔
王
）　   （
大
軍
将
）

黄
麻
紙


